
  

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 
（
健
康
診
断
結
果
報
告
） 

第
三
十
条
の
三 

事
業
者
は
、
健
康
診
断
（
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
項
又

は
第
五
項
の
健
康
診
断
で
あ
つ
て
定
期
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
行
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し

た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
健
康
診
断
結
果
報
告
） 

第
三
十
条
の
三 

事
業
者
は
、
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
五
項
の

健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
を
行
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
有

機
溶
剤
等
健
康
診
断
結
果
報
告
書
（
様
式
第
三
号
の
二
）
を
所
轄
労
働
基
準

監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

労
働
保
険
番
号 

（
新
設
） 

二 

事
業
の
種
類
並
び
に
事
業
場
の
名
称
、
所
在
地
及
び
電
話
番
号 

（
新
設
） 

三 

常
時
使
用
す
る
労
働
者
の
数 

（
新
設
） 

四 

報
告
の
対
象
と
な
る
期
間
、
当
該
報
告
期
間
の
属
す
る
年
に
お
け
る
報

告
の
回
数
及
び
健
康
診
断
の
実
施
年
月
日 

（
新
設
） 

五 

健
康
診
断
の
実
施
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地 

（
新
設
） 

六 

有
機
溶
剤
業
務
の
内
容
及
び
当
該
有
機
溶
剤
業
務
に
常
時
従
事
す
る
労

働
者
の
数 

（
新
設
） 

七 

健
康
診
断
を
受
け
た
労
働
者
の
数 

（
新
設
） 

八 

第
二
十
九
条
第
二
項
第
四
号
（
有
機
溶
剤
に
よ
る
他
覚
症
状
と
通
常
認

め
ら
れ
る
症
状
の
有
無
の
検
査
に
限
る
。
）
、
第
五
項
各
号
又
は
別
表
の

下
欄
（
尿
中
の
有
機
溶
剤
の
代
謝
物
の
量
の
検
査
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

項
目
に
つ
い
て
健
康
診
断
を
受
け
た
労
働
者
の
当
該
項
目
ご
と
の
数
及
び

当
該
項
目
（
作
業
条
件
の
調
査
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
異
常
所
見
が
あ
る

と
診
断
さ
れ
た
労
働
者
の
当
該
項
目
ご
と
の
数 

（
新
設
） 

     



  

九 

別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
等
の
区
分
ご
と
に
当
該
区
分
に
応
じ

た
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
項
目
（
尿
中
の
有
機
溶
剤
の
代
謝
物
の
量
の
検

査
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
健
康
診
断
を
受
け
た
労
働
者
の
当
該
区
分
ご
と

の
数
及
び
尿
中
の
有
機
溶
剤
の
代
謝
物
の
量
の
分
布
ご
と
の
労
働
者
の
数 

（
新
設
） 

十 

第
八
号
の
項
目
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
異
常
所
見
が
あ
る
と
診
断
さ
れ

た
労
働
者
の
数
（
他
覚
所
見
の
み
異
常
所
見
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
労
働

者
の
数
を
除
く
。
）
及
び
前
二
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る

指
示
の
あ
つ
た
労
働
者
の
数 

（
新
設
） 

十
一 

産
業
医
を
選
任
し
て
い
る
場
合
は
当
該
産
業
医
の
氏
名
並
び
に
所
属

機
関
の
名
称
及
び
所
在
地 

（
新
設
） 

十
二 

報
告
年
月
日
及
び
事
業
者
の
職
氏
名 

（
新
設
） 


